






感 震 ブ レ ー カ ー の 配 布 に つ い て

１ 目 的

  平成 29 年度から実施している「感震ブレーカー設置助成事業」について

は、感震ブレーカー自体の認知度が低いこと等から、必ずしも事業実績は芳

しくはない状況である。

  このため、事業要綱で定める助成対象地域のうち、特に火災危険度の高い

 地域を対象に、感震ブレーカーの普及および同助成事業の促進を図ることを

 目的とする。

２ 実施方法

  職員 4 名程度の班を編成し、1 週間で 20 件程度を目途に実施対象地域を戸

別訪問し助成勧奨を行う。

３ 実施内容

(1) 感震ブレーカー及び助成事業についての説明。

(2) 現地での申請・交付手続き。

４ 実施対象地域

  豊島区池袋本町 3 丁目全域。

５ 実施時期

  平成 30 年 4 月上旬から平成 30 年 9 月末を目途に実施。

６ 助成目標

  概ね 450 個程度の助成を目標とする。

７ その他

  促進対策の実施にあたり、現行の「豊島区感震ブレーカー設置助成制度実

 施要綱」の一部改正を行う。

【参考】感震ブレーカー設置助成事業実績（平成 30 年 3 月末現在）

（1）簡易タイプ（鉄球型）   17 件 17 個（500 個購入 1,080,000 円）

（2）簡易タイプ（高性能型）   3 件  13,200 円

（3）分電盤タイプ      1 件 47,400 円
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